


本格復興へ不退転の決意.............［市長の仕事始めの言葉］

-Hも早い哀災復興、新しい時代を切り開く復興の年、

再生宝塚へ出発の年、これまでにも増して魅力と活力の

あるまちを目指して、復興に全力を尽したい。

識員一人ひとりにあっては、自ら考えてやり遂げる決意

で、行動して行くことを願う。

「復興の息吹」畠中一男
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第6章

復興へ向けて

1 震災復興本部の設置

(1) 裳災復興本部の設置と主旨

阪神淡路大震災による宝塚市域の被害に対し、速

やかなまちの復典のための総合的措悩を講じ、市民

生活と都市機能を回復し、市民が安心して住めるま

ちづくりを推進するため、平成7年2月1日設骰し

た。

(2) 業務の内容

① 被災市街地の面整備（区画整理、再開発等）の

推進

② 道路、上 ・下水道等の都市基盤施設の復旧

③ 住宅の確保（仮設住宅の確保及び中長期的住宅

供給の両面）

④ 崩壊危険宅地の安全性の確保

⑤ 財源の確保及び国 ・県等との連絡調幣

⑥ その他捉災復典のため必要となる事項

(3) 組織体制

市長を本部長とするプロジェクト体制とする。本

部長、副本部長の下に総括担当部を骰く。また、市

長が指名する各部長を本部員とし、現行組織体制を

極力活用することとする。

• 本部長 正司市長

・副本部長 矢野助役（本部長代理）

岩下助役

阪本収入役

樋口水道事業管理者

福田教育長

• 本部員 市参事（まちづくり推進担当）、企

画部長、総務部長、財務部長、環境 ・

経済部長、都市整備部長、都市開発

部長、道路部長、下水道部長、教育

次長（管理部門担当）

◎平成7年4月18日組織改正

・部会設四と本部員の変更

従災復興本部 総括部会

市街地部会

稔括、関整

市街地椛りii、
道路、公園上下水誼
約の整仰

I生活福祉現境部会 1福祉教ff文化、
生活iり述、窟業復陳、

m培保全

住宅部会
9出宅政策、
住宅供給

本部貝 企画部長、総務部長、財務部長、市民部長、

現境 ・経済部長

健康推進部長、福祉部長、市立病院事務

局長、都市整備部長

都市復興部長、道路部長、下水道部長、

消防長、教育次長（管理部門担当）、教

育次長（指郡部門担当）、教育次長 （社

会教育部門担当）、教育参事（市民スポー

ツ担当）

(4) 本部会議の開催

従災復典にむけて、本部会識を逐次開催した。

第 1回開他 平成7年2月1日

① 本部設骰について

第2回開催 平成 7年2月8日

① 襲災復興基本方針の策定について

② 建築制限区域の指定について

第3回開催 平成 7年 2月24日

① 宝塚市霰災復興緊急整備条例案の制定につい

て

第4回開佃 平成7年3月29日

① 従災復興促進区域と重点復興地区の指定につ

いて

② 住宅、道路、公園の整備計画について

③ 宝塚市農災復興計画検討委員会の設協につい

て

第5回開催 平成7年4月24日

① 宝塚市焚災復典計画 1次案について
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② 宝塚市裂災復興本部の組織体制と部会構成に

ついて

③ 宝塚市袋災復判計画に対する住民蹂向の把握

について

第6回開111｛ 平成 7年 5月31日

① 宝塚市震災復興計1世i2次案について

② 住民意向調査結果、検討委貝会窓見について

第7l!:!I開催 平成 7年6月30Fl 

① 宝塚市震災1糾則計画案策定に至る取り組み経

過について

② 宝塚市従災復興計画案について

2 震災復興基本方針

(1) 「宝塚市店災復輿基本方針」の決定

捉災直後から行政に課せられた課題は、被災者の

救済と被災施設の復11::1のための災害対策及び災害復

旧事業等に取り組むとともに、この捉災を教訓とし

て、今後の災害に対処した災害に弛い都市づくり（都

市復卯）を進めていくことである。

このことから、今後の都市の再生にあたっては、

従前の都市機能を回復するのみでなく脆弱な都市基

盤を強化し、都市防災をより 一謗韮視したまちづく

りを進めることを基本とする本市の震災復興への取

り糸Ilみ姿勢を明らかにするとともに、復興のための

総合的な計画の策定及び復卯事業等従災復穂のため

に実施すべき諸施策の碁本となる「宝塚市災災復典

基本方針」を定めることとした。

なお、この基本方針は、平成 7年 2月8日に開催

した r第2回宝塚市炭災復興本部会識』において決

定した。

(2) 被災市街地の建築制限

この基本方針では、今後の都市復即に向けた総合

的、体系的な計画を示すことを規定するとともに、

被災の甚大な地域の復興の方針、都市の基盤である

道路等の公共施設、住宅及び住宅地の復典のための

施策方針を定めたが、この中でも、地域の復興を進

めるうえで面的事要の必要な地区について、 1プ川駅

前地区をはじめ 4地区を「国点復興地区」として位

四付けた。

この内、 仁川駅前地区〔約 l.6ha〕、 宝塚駅前地

区（花の逍周辺）〔約 0.9ha〕、売布神社駅前地区〔約

l. 6ha)の 3地区については、 一体的 ・総合的に早

期の地区更新を進める必要性が高いことから、市街

地再閲発単業による箆災復卯に取り組むこととして、

平成 7年 2月9日に建築基準法第84条の規定に基づ

き建築制限を且的とした区域指定を行った。

なお、この 3地区の建築基準法に基づく建築制限

については、同法第84条第2項の規定に砧づき 3月

17日まで延長し、この間に市街地再刷発事業に係る

都市計両の決定、変更の手続きをすすめた。 （復興

関辿都市計1也iについては 5.参照）

3 雲災復興緊急整備条例

(1) 「宝塚市銀災復興緊急整備条例」の制定

被災した市街地及び住宅等を本市の特性を生かし

た災害に強いまちへと復輿していくための震災復興

事業について、市民、行政、各事業者の担うべき打務、

拙進すべき事業及びその対象区域等について条例で

規定することで、本市における霰災復膊への取り脊ll

み姿勢を明らかにしようとするものである。

条例では、市民、行政、事業者の協働による災害

に強いまちづくりを基本理念とし、行政においては

市街地と住宅の復興のための計画の策定及びこれに

基づく旋災復興事茨等の推進を、また、 市民及び車

業者に対しては復典への協力をその四務としている。

なお、当該条例については 2月24日に湖佃した『第

3回宝塚市縦災復穂本部会議』において（案）を決

定し、所定の手続きを経たのち平成 7年 3月市識会

で議決され、 3月27日に条例第13号として公布 ・施

行した。

また、当該条例の趣旨 ・目的から施行後 3年を

もって失効することとした。

(2) 区域及び地区の指定

当該条例では、甚大な被害を受けた地域が連たん

する市街地のうち災書に強い街づくりを促進する必

要がある区域を「炭災復典促進区域」にその内、特

に緊急かつ煎点的な施策を行う地区を「重点復興地

区」に指定することができることとしている。

捉災復椀促進区域については家屋解体申し1LIJI等に

基づき、町丁単位で被災率、被災戸数を判定し対象



区域とするとともに、隣接する街区等で被災度の高

ぃ区域について、これを含め、復興のための整備方

針の策定と併せて約495haを指定した。

また、重点復卯地区については、『従災復撰基本

方針』 を踏まえ、 仁川駅前地区（約 l.6ha〕、宝塚

駅前地区（花の迫周辺） （約 0.9ha〕、売布神社駅

前地区〔約 l.6ha〕の 3地区を市街地再開発事業

を実施する地区と して、また、中筋JR北地区〔約

25ha〕を土地区画整理事業を実施する地区として、

指定した。

なお、こ れらの区域及び地区の指定については、

3月29日に開佃した 『第 4回宝塚市従災復典本部会

議』で決定し、 3月311」に指定告示を行った。

4 震災復興計画

(1) 宝塚市震災復輿計画検討委員会の設附

宝塚市従災復典計両の策定に当り 、専門技術その

他の見地から必要な助言等を受けることを目的とし

て『宝塚市震災復興計画検討委貝会J を3月24日に

設附した。（委員会設骰要綱及び委員名簿は別添の

とおり）

委員会の1すり1枇と会議概要については次のとおりで

ある。

回数 JI 日 会 議 概 要

・設ill'.趣旨、目的、過去の経過 ・
スケジュール等の説明

第1也l3 })31[1 
・会長（小笙原教授）、会長代理
者（多胡教授）を選出、指名

・震災復輿計画骨子（払本計画）
に関する審餓

第2回 4月24Fl 
・ 紺災復興iil• ii!!i 1次案に関する
審隈

第3回 5月31「I
・震災復興計袖i2次案に関する
審議

第4位l
6月2lH 

・震災復典計画披終案に関する
(1,i・終l!ll) 哨油議

(2) 住民意向等の把握

計画策定に当たっては、住民鈴から意見等の経集

を行い、 5月］日から15日までのIl1]に32の個人 ・団

体から62項目の意：見、 11と言が寄せられた。この内容

について、委員会に報告するとともに、計画への反

映に努めた。

また、 6月 1日、 6月28日に開他された、宝塚市

議会従災復興対策特別委貝会においても指摘のあっ

た事項 ・意見等について、計画に盛り込んだ。

(3) 「宝塚市厖災復興計画」の策定

① 震災復典計画の基本的な考え方（基本計画）

震災復卯本部では、従災復興基本方針において位

骰付けた総合的、体系的な復腺計画及び震災復卯緊

急整備条例に位附付けた市街地及び住宅の復興に関

する計画を「宝塚市従災復興計画」として策定する

ため、3月29日に開仙した第4同震災復興本部会議

で「震災復輿計画の基本的な考え）j （甚本計画）」

を取り線め復興計画の骨糾みを示した。

ここでは、震災復興計画の目的、国 ・ 県 • 関係市

町との連携の必要性、本市の捉災前の施策（第 3次

総合計画）との関係を示すともに、復興の理念、復

興の目標、計画に盛り込むべき施策の）i向 ・復興の

ための取り組み方針等を明らかにした。

② 震災復典計画の策定

震災による影郭は、住宅や市街地を形成する都市

施設等の機能低下にとどまらず、福祉 ・医療、教育、

環境、施業、文化綽、都市を形成するあらゆる分野

に及んでいる。

このことから、 全庁的な施策調黙を行うため、震

災復輿本部の下部組織として 4つの部会を設附し計

圃案等の詳細検討に取り糸tl．んだ。（］ ．参照）

4月24日に決定した 1次案では、復輿の基本理念

を＂ 「人IHI性の貯．巫」を碁本とした安全で快適な都

市づくり＂とし、計画の目標年次を 2005年に見据え、

4つの復興目標、 18項目の復興の課題、目標別の復

興計画の骨子を明らかにした。

5月31|］に決定した 2次案では、住民等からの意

見を盛り込み、被災の状況、緊急復11-1事業の現状を

加え、復興計画のうち、目標別復躾計画を充実する

とともに、新たに住宅と市街地の復興のための計画

を明らかにした。この 2次案によりほぼ最終の従災

復興．計画の内容を整えた。

その後、 6月21日に開催された検討委員会、 6月

1 Fl及び28日にBfliii［された従災復興対策特別委貝会

の意：見をはじめ各部会の検討などを重ね、 6月30|ゴ

に開催した第 7IIII捉災復躾本部会識で当該計画を決

定した。
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5 展災復興関連都市計画

(1) 都市計画区域の決定

窟災復興基本方針で重点復興地区に位置づけた仁

川駅前地区、宝塚駅前地区（花の道周辺）、売布神

社駅前地区の 3地区については、市街地再開発事業

の祁入により面的な市街地の再生を推進することと

して、建築基準法第84条の規定に基づく地区指定を

行うとともに、以下のとおり必要な都市計画の決定、

変更に取り組んだ。

地区名 渕 連 都

仁 川駅前地区 ①第二種市街地再開発事業の決定

（兵廊県知事決定）

②用途地域の変更（兵1収児知事決定）

③窃度利用地区の決定 （宝塚市決定）

④道路の変更 （兵耶県知事決定）

⑤ 自転車駐車楊の決定（宝塚市決定）

⑥被災市街地復興推進地域の決定

（宝塚市決定）

宝塚駅前地 区 ①第二種市街地再淵発事業の決定

（花の道周辺） （兵廊県知事決定）

②高度利用地区の決定（宝塚市決定）

③被災市街地復典椎進地域の決定

（宝塚市決定）

売布神社駅前地区 ①第二種市街地再l#1発事業の決定

（兵廊県知事決定）
②用途地域の変更（兵廊県知事決定）

③商度地区の変更 （宝塚市決定）

④高度利用地区の決定 （宝塚市決定）

⑤迫路の変更（兵廊県知事決定）

⑥道路の変更（宝塚市指定）

⑦ 自転車駐車場の決定 （宝塚市決定）

⑧被災市街地復典拙進地域の決定

（宝塚市決定）

市 計 画

区域而梢約l.6ha

容積率の見直し 300% 
区域面和約l.6ha
栂塚線W=l9m
駅前広場約3.300m2
計画面積約1.800m'
区域而積約l.6ha

区域面租約0.9ha（全体而栢は変更後約5.7ha) 

区域而梢約0.9ha
区域而梢約0.9ha

区域面和約l.6ha 

近隣尚業地域の拡大約0.4ha
容梢率の見直し 300% 
用途地域の見直しと整合

区域而梢約l.6ha
宝塚平井線 W=l8m
中山安倉線 （交差点の変更に伴う延長減）

売布神社駅前線

駅前広場約2,600m'
計画面梢約1.800m'
区域面積約l.6ha

(2) 都市計画決定に至る概要

都市計画決定に至 る手続き等の概要は次のとおり

である。

年月日 事項 事務概要

8, 2, 9 建築碁準法第84条の規定に基づき捉災復

興市街地再開発事業の施工予定地につい

て区域指定

(2/17に期間延長し 3/17まで実施）

2, 27 宝塚市都市計画審跛会の開他

2, 28 都市計画法第17条の規定に基づく都市計

画の案の縦哭

(3 /13までの 2週間）

3, 15 宝塚市都市計画審艤会の開催

3, 16 兵躯県都市計画地方審艤会の開催

3, 17 従災復興関連都市計画の決定

(3) 国・県の動き

① 県の動き

兵駆県は、応急対策を前進させるとともに、復典

に本格的に取り組む必要があることから 1月30日に

災害対策総合本部をそれまでの応急対策本部 ・災害

復旧対策本部から緊急対策本部 ・兵庫県南部碇災復

典本部に組織改正し、兵廊県南部裳災復興本部にお

いて住宅の再生、がれきの処理、復典のための特別

措四法の検討など復興をめざす各般の事業を推進す

ることとした。そして、 3月15日には、著しい被害

を受けた地域の復典を総合的に推進するための組織

として、知事を本部長とする阪神 ・淡路大霞災復興

本部を設骰した。

また、県・復興計画の策定に向けては霞災直後よ
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り庁内のプロジェクトチームによる検討作業を進め、

2月11日には第 1回の「都市再生戦略策定懇話会」

を朋催し、研究企画委員会等での検討を経て、 3月30

日には「阪神 ・淡路捉災復典戦略ピジョン一ひょう

ごフェニックス計画に向けて」の提言を受けた。県

では、この懇話会が策定したビジョンをもとに行政

計画の検討を進め、 4月28日に「阪神 ・淡路従災復

輿計画一基本構想」を発表した。

また、県から復興計画への提言の策定の委託をう

けた「阪神 ・淡路霰災復拠計画策定調査委員会」の

第 1回の会合が5月11日に開備され、各方面の意見

を集約した形で、復興計画の策定に向けた取り組み

を進めた。この策定調査委貝会は 6月24日に第 3回

（最終）委員会が開佃され、「阪神 ・淡路大従災か

らの創造的復輿をめざして一阪神 ・淡路震災復興計

画ー」を 6月29日に兵庫県知事に提言した。兵服県

では、この提言にもとづき 、 7月31日に「阪神 ・淡

路提災復典計画」を策定した。

② 国の動き

政府は、緊急対応として、 1月17日に 「平成 7年

兵眼県南部地従非常災害対策本部」を設骰し、1月20

日には小里国務大臣を地震対策担当大臣に任命、 1 

月22日には1剥係省庁の常駐職貝により梢成される非

常災害対策本部の現地対策本部を神戸市に設枇した。

さらに 、 阪神 ・ 淡路•域の復興を迅速に椎進するこ

とを目的として、「阪神 ・淡路大従災復典の基本方

針及び組織に関する法律」を 2月24日に施行し、同

法に基づき、 2月25日には地元地方公共団体が行う

復典事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる

復興のための施策に関する総合調整を図るための組

織として、阪神 ・淡路復奥対策本部を設骰した。

さらに、県 ・市が策定する復典計画の英施を支援

するため、内閣総理大臣の諮問に応じて、復典のた

めに国が講ずべき施策の基本方針について提言する

「阪神 ・淡路復興委員会」を総理府に設骰し、第 1

回の委員会を2月16日に開他した(''委貝名簿＂）。

阪神 ・淡路復興委員会は10月30日まで言t14回開催

されたが、その間、 11の提言、 3つの意見が首相に

提出された（＂阪神 ・淡路復典委員会日程＂）。

阪神・淡路復興委員会委員名簿

委貝長 下河辺 淳

（東京海上研究所理事長）

委員 一番 ケ 瀬 康 子

（東洋大学教授、

日本女子大学名脊教授）

伊藤 洸

（艇1、も義挫大学教授、

東京大学名巻教授）

貝原俊民

（兵廊県知事）

川上哲郎

((：t1)関西経済団体連合会会長）

堺屋太

（作家）

節山幸俊

（神戸市長）

特別顔問後藤田正哨

（衆議院議貝）

平岩外四

((ti)経済団体連合会名巻会長）

阪神・淡路復興委員会日程

第1回 2月16日・＇・諮問

特定課題選定（①計画策定、②復典住宅、

③がれき除去）

第 2回 2月24日／特定課題選定（④まちづくり、

⑤神戸港、⑥経済復興と屈用確保）

第3回 2月28日．／ 神戸現地意見交換

特定課題G＠逗）の提言

節4回 3月10日／特定課題G痣）の提言

特定課題選定 ⑦健康 ・ 医療 • 福祉

第5回 3月23日／特定課題⑥灯）の提言

研究会 4月17日，／ 7提言に対する国・県・市の取

組み状況のヒアリング

第6回 4月24日／国 ・県 ・市の 7提言への対応に

対する意見の提出

（委員会意見(1))

特定課題の選定（⑧10ヵ年計画⑨都市問題、

⑩総合交通通信体系の関膀）

第7回 5月22日 復興対策本部より、阪神 ・淡路

地域の復旧、復興にむけての考え方と当而

購ずぺき施策及ぴ平成 7年度補正予3かの報

告を受ける。

特定課題⑧の提言
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第8同 6月12日 特定課題⑨の提言

第9回 6月191」 特定課題⑩の提言

研究会 7月101:I 復興10ヵ年計画のヒアリング

第10皿 7 Jl 181:1 復興10ヵ年[i|画に対する慈見の

提出

（委且会意見(2))

第1J lill 8月28日 「復卯に向けての取糾方針」に

ついて

21世紀長期ピジョンについての各委貝、特

別顧問の怠見

第J2回 9月 5El 阪神 ・i炎且各地域の長期ピジョン

に対する烈見の提出

（委員会意見(3))

第131111 10Jl 101::I 特定課題⑪の提首

第14回 JO月30日 阪神 ・淡路復典委貝会総括報告

委員長談話

平成 7年 3月、宅塚市では、つぎのように震災復飩

計1世i検肘委員会設ily⑪t綱を定めた。

震災復興計画検討委員会委員名簿

（目的）

宝塚市震災復興計画検討委員会設置要綱

施行平成 7年 3月24日

改正平成7年5月26日

第 1条 この委貝会は、阪神 ・淡路大震災により甚大

な被術を受けた市街地及ぴ住宅の復典に関する計画（以

下「震災復典計画」という。）の策定に当たり、専門技

術その他の見地から必要な助言等を行うことを目的と

する。

（設置）

第 2条 前条の目的を達成するため、主塚市従災復興

計画検討委員会（以下 「委員会」という 。）を設悩する。

（所掌事務）

第 3条 委員会は、次に掲げる事務を所＃：する。

(1) 震災復典計画の立案に対する助言及ぴ意見の具申

に関すること。

(2) Ilif号に掲げるもののほか、捉災復興計画の策定に

関し必要な事項に関すること。

（組織）

第 4条 委員会は、別表に掲げる委員会をもって組織

する。

2 委貝会に会袋を骰き 、会長は、委貝の互選

氏 名 役 戦 恵 I•II]分野等 により定める。

上野谷 1J11代子 桃IIl学院大学社会学部教授

◎小笠原 暁 芦松大学艮

i1l1木•J• 学 神戸大学工学部助教授

河内 1且郎 文芸 ・演J9lj評綸家

岸本幸lせ 大阪教脊大学教脊学部教授

船本洋子 弁詭•J...

泊ii廿平f!II 神戸大学工学部教授

竹中 ！Ill夫 神戸女学院大学家政学部助教授

0多胡 進 大阪市立）ゞ 学T．学部長 ・教授

森津秀夫 神戸大学工学部助教授

宇治原邦浩
住宅 ・都市整備公ttl従災復肛Plt党
本部市街地整備第 1部長

雅液伸太郎 阪急他鉄（ゆ経‘g・政策室[<

梶本尤． 宝塚市議会議艮

※藤本 1)券巳 ケ ク

I~'｛橋正一• 宅塚市11治会連合会会長

宮本 lll．司 宝塚,lil紆工会会長

※木島 ；浄治 ク ', 

松本彩：一 宝塚市l国際観光協会会艮

◎ 会長 〇 会長代理 ※ 交代のあったj)ff委員

社会福祉

政策科学

土質工学

文化

住宅計画

法tit

都iii防災

n夕柏費境

都Tl前1而i

交通工学

関係機IMJ

，， 

,Ii民代表

，，， 

，，， 

ク

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたと

きは、あらかじめ会長が指名する委員が、その

職務を代理する。

（会誂）

第 5条 市長は、必要に応じ会議を招躯し、会

／長がその議長となる。

（庶務）

第 6条 委貝会の事務を処理するため、事務局

を、都市開発部に骰く 。

（委任）

第 7条 この要綱に定めるもののほか、委員会

の運菌に関し必要な事項は、別に会長が定める。

付則

1 この要絹は、平成 7年 3月241::1から施行す

る。

2 第 6条の規定中「都市開発部」とあるのは、

平成 7年4月 1日以降、「都市復典部」と読み替

えるものとする。

付則

この要綱は、平成7年 5月26日から施行する。



(4) 「宝塚市厖災復輿計画」（ダイジェスト）

咲全
で快 適 な都市つ

くり

岸Uim叩 1

ト一 巨四
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はじ め に

平成7年I!I I 711 ~~・IIJJに視った人地祝により． hlI} ；． 

・11 ~1•11\I ．淡路等兵hiil,！•Ii.i部地JA0),！碑 lliばJ如絨(f•J

打収を破りました，

り`',1,,-t・' ても．祁t¥ 1 18名の1汎11;：こ月1え．2.200

9』,19-1.t 1 ̀̀“hがII＼るなど4<t|i始まって以来の人・

t名 •Iiとなり」 I:、ヒ及びf l:'と地I哨菜 J駁i;t施1代、 /flirli)、[

甜施l'が杓過却こ格梢されてさだr(＇災な仰 Ii(I）），し俯が

紺にしてl~l壊されるなど(/),＼tkな樅，1:-を受けよした

私たちは、今、I‘1然の(ll'J;ll））の強人・さをよさまざとtJI

らされましたが磁災による防＇｛を抑制したのも ． 1❖i 音I;

t|i街地lhl辺(/)l‘1然緑地であり、武1,1Ul内の水辺であり、

街なかのijit8樹であ・＞たことを確，臥し、今＇じのごとく、

I'！然に対する災数の、念を祈たにしました．

しかし、 • Iiでは媒災発’1:11'1.'後から放多くのポラン

テ（アの人々による泊動が1;tl始されるとともに地械に

ぉ！ヽては隣人がUJ(t合う・・なが兄られ．よた．交辿l小lりft

な中にあ・＞ても令ltil各地から絶え1111なく女援ががせら

れて来るなど，人から人へ(/).1!.！し 9やり、‘L•O)述樅につ

＼ヽて．改めてその11・1;;』(l)JぶさとIT砂H‘l：を，認．`謀しました

今i妥.、.+:1liO),Jが災復映を進めるにつ！ヽ ては．ht災h

の救済とdil<’l：話に密接な彼災施設の復Illを名濁

0)課迎としつつ、こ0)がふ災を11.jll|（こ、1祢l'l：とな・）た名＜

の炉ヽ人命の節息のためにも、91ilもとti政・liiびに各

•j~菜 hがt/J,紛して．．な令で快過な、生きがしヽのある t1 i

民4:.t,riの場を和l追してtヽ くことが私たちのl'tt行です

被I函匡坦珂―
●平成7~只4煩ぶSit!I口のIa聾

発::i:ヰf.7仔`月17日に庄 4`6分
・乃決詑島

凩隕マグニ'Jュード72
1応門よ口虞7

.::J.'9 ！市の｝的．状況

（県11呑〉

r亡占 1 ;6人． J:IQ, .201人

く道雖者．送難所尋）
".,人故 15 Ms,¥ ！l 

!Mなi ,'T所、1・19)

.̀,、"2地込160戸 48A人
15!2l1 1t 

＜辻染物、構遥物の演笞〉

京屋破笞 ‘ 1.800砂
+~ A 881棟

けに只づくIf:.

く火災の発生＞

4件

t
 

滋

a
、9
-

く交通ネットワークの寸団〉

JR3 ＂り恥が・・今汁 ＇穀不迎

中mgし9.‘'心ィ通

1組の破;aや潟・・”' ＼下． U!'•·• 「tj壊．

陥没万による田il'l.lfiの寸断

〈ライフラインの寸曲〉
祖 気 市内一邸停濱

網品 一郎不通．＠線史中による
通出の臨1,

水迅 閑部1fiiii地の68%1)呵水

月ス 89％停止

下水辺 一郎愴困の破沿
(ll7J{'ii,3.100m• 

●̀  ÒIIBu1逗
く店住の安定）
凡急仮悶住宅のリ如 1656戸
(999, H•9悶＃fll2l戸を含む）

住宅のI.~1•·1,p 64P 

くライフラインの復18〉
司気 当日凡'lill]完了

濱砧 当B'贔11!1日完了
水炉 2,?ill,へ遭Itl.9d了

ガス 31; 9i91b~了
下ふ 以9倅止なし

く鉄 i!I〉
JR I：い 1/19復18完了

訳：9．．1..r,91/19復18完了

“〇’99！激／l⑳ ー 即9D
（で r99lNり）
215全 1渭8完了

<it1路〉

中田自動n,;n1127凡迄til11日完了

その他"~,,, 応な｛＂旧完了
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復
興
に
向
け
て
の
課
題

‘!：・ 迅速できめ細やかな復9日

92 市民 • m業者 ・ 市の協勘によるまちづくり

、3恒久的住宅ストックの固復と被災者への供給

3都市品盤施設の早期復9日

5ライフラインの復IEl

\6 医原 ・ 保健 • 福祉施設学校・教酋施設等の復旧 ・ 復興

1.:災沓弱者 ・生活弱者の救済

e産菜の復IB復興

§都市の駐力と活力の向上

、ll災倍に弥い住宅の再生修復

l?l安全で快適な居住閲境の整備

3・部市防災機能の強化

¥[ライフラインの強化

む新たな消報システムの材入と愧報ネットワークの形成

⑥地域コミュニティーの形成、ポランティア活動の振興

か猥災の要因の把股と対策

、む防災施策の充実と強化

,flヽ裳災記録の保持｀防災憩諒の高悶

「人間性の尊重」を基本とした

安全で快適な都市づくり

私たちのまち宝塚は、六甲、長尾両山系の緑と市域の中央を

流れる武閲/IIの滑流に象徴される豊かな自然に恵まれた美し

いまちです。

私たちは、この恵まれた自然環境と奨しい街なみを大切にしな

がら、ここに“1主まい・集う＂すぺての人々が「人問性の葬更」

を基本としつつ、災害から生命を守る安全を確保するとともに、

自然と共生し、快適で生きがいのある生活を送れるような、いき

いきとした都市へと復興していきます。

・
f
 

当核計画は、その計画に甚づいて実栢する具体の施策が、人々

の生命を守り、口に災害に強いまちづくりを推進し、安全で快

適な市民生活の実現に寄与するとともに、本市の特色を生か

した魅力的なまちを創造し、本市の将来像であるf水と緑とふ

れあいのまち宝i記 の冥現に資するよう定めます。

このことから、この計画の策定のために次の4つの復興目漂を

掲Ifますv

「災害に強い都市の創造」安全居住都市をめざして

「快適都市の創造」快適環境都市をめざして

「共生社会の創造」生涯福祉都市をめざして

「新しい宝塚文化の創造」 文化創造都市をめざして

この計画の目4累年次は、2005年（平成17年）とします。

宝塚市平和モニュメン ト「火の烏」
（県は「火の鳥」を復興のシンボルとした）
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安全届（主都市をめざして

災害に強い都市の創造

市街地の復奥に当たっては、住宅・商業・工業旋穀なとの再生を促

追するため、それぞれの地域の特性を踏まえ、土地利用の適切な

制銀や誘辺、面的整備ボ業などを追め、土地の嵩度利用や有効利

用を図ります；

安全な市街地の形成をめざして、道路・公図・河川など都市の骨格

となる公共栢骰を整備します，また、各種公共施骰の防災槻能の

拡充を図り、各施設の機能が互いに連携し合うことで防災拠点と防

災ネットワークを形成し、災害に強い都市構造を構築しますc

安全で快適な市街地の整備

、交通ネットワークの整備

• 公園 ・ 緑地等の整備

恒久的な住宅の供給

ご要；：二竺弘化 眉、尋烹
ライフライン！枷）一元化 ，． 99B＝沿苓

岱•―貧ロシステムの！駆さなと 士た‘•

災害への備えの充実

•防災及じ災割1"qシステムの構碍 ，A』

防災アセスメントの火和なと

快適J印況邪市をめざして

快適都市の創造

武劇I Iの潰流、六甲 •長尾両山系の股かな緑、市街地に残された

緑地や水辺など、市民にいこいとうるおいを与えている自然空間の

保全と整備に努めます，

また、住宅などの再生に際しては、高齢化、国際化、情報化など未

来社会への対応を考慮しながら、産業や文化の資源を生かし、宝塚

らしい魅力を備えた、環境にやさしいまちづくりを追めますc

宝塚らしい魅力あるまちづくり

環境にやさしいまちづくり

、国際観光モデル都市づくり

国際交流都市づくり

産業の復旧 ・復興

生涯福祉・都市をめざして

共生社会の創造

芯齢者や阻害者をはじめすぺての市民が、自由に移動し、快適な都

市空間を確保できるように、ノーマライゼーションの視点に立ったま

ちづくりを追めます＾

また、災害発生時に要援穎者への医療、保漣、福祉などの支援が

確実に行える体制づくりのための諸施策を推進し、地震などの災害

にも対応できる福祉のまちづくりを推進しますc

人にやさしいまちづくり

憫報コミュニケーションの都市づくり

• テレホンガイト，tgg弓防災FM放送、バ‘ノコンネットワークなど

.， 協働のまちづくり

• ま5づくり協品会の設協と活位の活性化． コミュニティー泥設の終儀など

自主性と創造性あふれるポランティア活動の振興

• ポランティアn金の!i充．災初救揉ポランティアリーター頁戚など

保健 ・ 医療•福祉の充実

翌かなこころを育むむらしの実現

文化創造邪市をめざして

新しい宝塚文化の創造

市内に数多く存在する文化資源についても、今回の地震により、甚

大な被害を受けました。

過去から築き上げてきた歴史的な資産の復元には困難が伴います

が、これを受け継ぎながら．新しい宝塚文化を創造するとともに、資

源の岳積を図っていきます。

文化・スポーツに親しむことのできる環境づくりの推進

、創造性器かな地域文化の形成

・指定文化財の復IEI，復元．（仮祢）小浜郷土制作工房館の殷硲など



市街地と住宅の復興のために

市は、被災した市街地を、災害に強い快適なまちへ復興させるた

めに必要な各種ま業を推進しますs

［市街地の復飩・ d9.，伽計画］

地域の特色を踏まえた市街地再生のための平業の推進

ず 被災住宅の受け皿としての新市街地の整備と震災復興住

宅などの建設

南部市街地と北部地域の連絡幹線の整備

都市防災機能の向上のための幹線道路の逗点整備（重点

路線整備）

生活幹線道路・細街路等の整備

緑地の保全と防災公国の整備

令 住宅などの生垣化、公共公益施設の緑化推進

河川、ため池、水路の被災箇所の早期復1日と整備

武庫）1|などの水辺空問を活用した防災帯及び防災施設の

整備

［新たな災害に俯えた都市防災機能の向上］

防火地域及び準防火地域の切入など防火機能の強化

公共施設などの耐火・耐震性等の向上

地盤状況など災害への偏えのための憐報提供

都市の防災構造化（防災拠点 ・防災ネッ トワーク構築）

［住宅の復典整備（供給）Jt画］

住宅復興3カ年計画の策定

公営住宅などの建設による良質な住宅の早期供給

総合住宅相談所の開設、勤労者住宅白金あっせん制度の

活用など、個別住宅の自力復興の支援

コンサルタント派政による支援など、まちづくりに連携し

た住宅の整備

高齢者や障害者向け住宅の供給促進、人にやさしい設計

指針の充実

J災害復興宅地臼金融臼制度の適用、住宅耐猥診断の啓発

など、安全を高める住まいづくりの支援

｀宝塚らしい住宅景観の再生

計画づくりの経過

本計画の策定に当たっては、学謹経験召・市民代表なと

による震災復興計画検討委日会の提言とともに、広く一

般市民から意見・提言を募1)、その反映に努めました

·1り！り閤釦J■•
災害に対処するための市の中核的な拠点として、市役所とその周

辺の公共施設、空地などにより構成する「都市防災拠点」を整備し

ます。また、都市防災拠点が被災した場合の「代替都市防災槌点」

を宝塚（阪神）競馬場に位譴づけますc

各地域では、情報などの集積機能を受け持つ「地域ステーション」

と、救援物資などの集積機能を受け持つ「地区防災拠点」を連携

して配置します。

・開；籾閑履翫冨雹刃，，＂
南部周辺の自然緑地、武庫川等の水系や幹線道路などに、防災帯・

追難路・輪送経路等複合的な機能を付加し、防災ネットワークを構

焚します。

また、各防災拠点と連携し、災害時にはそれぞれの槻能が効率的

に発揮できるようにしますc

•Lqi.1·恰'1z{ii〗J国~'
この震災で、甚大な被害を受けた地域が連たんする市街地のうち、

災害に強いまちづくりを促進する必要がある区域を「奨災復興促進

区域」に指定し、住民等と行政が協慟して復興にあたります。

(―"謡•LぶI!,遠9]ifr-
震災復興促進区域のうち、建菜物の倒壌その他甚大な被害を集中

的に受けた地域で、特に緊急かつ重点的に都市機能の再生、住宅

の供給、都市基盤の整備などを行う必要がある地区を「重点復興

地区」として指定し、震災復興耳業などを推進します。また、住民等

の合意のもとに共同化などの取り組みが車業化の段階に至った地

区についても追加指定します。

宝塚市震災復興促進区域及び重点復興地区
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防災拠点・ネットワーク構想図

地域ステーション及び地区防災拠点イメージ図
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震災復興のための制度の紹介

［地区計画l都市計画法

部市計画により、比較的小さな地区を対象にその地区の特性に合った

きめ細かなまちづくりのルールを決めて、快適でうるおいのあるまちづ

くりを道める。計画の内容は地区施設（返路公園、緑地）の配図と規投

迎築物等や迪築敷地の制限．土地利用などを定めることができ．計画的

に地区整備が銹羽さnる。前面逍格の確保なと1こ活用が考えられる．

［土地区画益理翫業l土地区画整理法

都市計画により．一定の地区で公共施設の設備改遥及び宅地の利用削

追による健全な市街地の形成を行う！胆菜の手法。市や組合がm菜主体

となり．土地の交換分合を行う換地方却こより、土地の区画形質を投序し、

減歩により公共用地を確保する。地区内の全ての宅地の形状力啜えら

れ、氾路に面することとなり、土地を有効に活用できる。

［市街地再開発事業］都市再開発法

邸市計画などにより、一定の地区で建築物の共同化と敷地の整備及び

公共施設路倫を一休的に行うことにより、土地の合埋的かつ紐全な高

度利用と邪市1琵能の更新とを図る印栗の手法。市公団・公社や組合な

どが事業主体となり．既存の建物を除却し、通路等の公共施設の整備や

不燃共同ピルの建築及び敷地の盛備を行う。権利の調整は植利変換方

式により行う。串菜既等は補助を受けるとともに、権利者が取得する床

以外の床を処分するなとの方法により確保する。

［住宅市街地総合整涌コ菜l
大都市地域等の既成市街地において．快適な住囮現を曲えた靱住近接

型の良災な市街地住宅の供給を淮追するため、公共施設愁備など住宅

市街地焔備と住宅供給とを紛合的に行う。拠点開発等の区域を含め 5

ha（狙点供給地既は2ha)以上の区域が対象で．市や公団・公社、民閥甲

菜者等が行い、住宅等の建設について限菜投の一部が補助される。

［密集住宅市街地整侃促進事業｝

木造凶貸住宅等の老朽住宅が集合したり、小規根な敷地が迎続してい

る地区など路備が必要な密集地区において住閃境の改退を図りつつ

市街地住宅等の供給を促追するため、老朽住宅等の建替促迫と地区施

設賂備を総合的に推進する。市公団公社、民閥！肛染者等が行い．老朽

住宅等の買収除却費．公共施設の径備役等について、9F染伐の一部が

補助される。

［侵良迎築初吾酌甜9業］

市街地閲If!の改善整備、良好な市iijJ也住宅の供給等1こ臼するため、

土地利用の共同化・高度化に寄与する民1&lの腔良迎菜物等の整偏を

行う。対象は前面追路等の基盤施設が整備されている一定の地区で、

両隣りの万々などtii区単位で建物の共同建替えや分誼マンションの

建苔えを涌助・融臼などで支援する。

｛稔合設射制度l
一定規模以上の敷地を有し、かつ敷地内に一定の空地を確保した計画

で、市長が市街地の瞑J兌の整備に寄与すると認めて許可することにより、

容栢率の制限または逍路斜線などの高さ制限が、一定の範囲で珠和さ

れる。

［特定隠良賃貸住宅供給促進制度］

悶貸住宅を迎てようとする方（土地所有者）が辿設する良質な住宅を公

的貿貸住宅として活用することにより．主に中堅所得者に対する良質な

臼貸住宅の供給を促追する制度で、住宅供給公社などが建物の管理受

託または一括倍り上げを行う他、建設伐補助などの各種助成とともに、

家賃減額のための補助が行われる。

！宅地捕壁等の崩壊対策取業l
本震災で、擁壁等の被酋が品大で、このまま放凹すると今後の降雨や余

震などで被害が拡大する恐れのある固所、また．公共施設に被害が及ぶ

恐れがある箇所など．一定の条件を潟たす地区を急傾斜地崩壊危険区

域に指定し．今回限りの特別措凶として窯が崩壊対策り壊を行う。

［生活道路整備要囮l
迎築物の新簗J曽改榮時をとらまえて、狭あい辺路（建築基準法第42条

第2項追路）にブ9ては有効幅呂4m、指定する道路1こ:)¥.,¥ては有効幅団

6mに中心後退を指切し絞退迫路用地を買取り•寄付無憫使用貸借（以

下「買取り等」という。）により取得し返路整備を行うことにより、市民の

日常生活の利便や災笞町の安全の確保等を図る。また．空地や自主的

に後退される場合についても栂極的に四取り等を行う。

〔災吾復興磁貰制度等〕

［住宅閃I’”"］
・災害復興住宅浚金融臼制度（住宅金融公閲・県）

・災笞復興宅地資金融臼制度（住宅金胎公1l1l，県）

・年金災害復興住宅貝金随只制度（年金福祉m菜団）

・ひょうこ限民住宅復興0ーン制度（漿）

・勤労者住宅資金隊臼制度（県）

4展産木材利用木造住宅特別胎費制度（県）

・勤労者住宅白金融臼あっせん制度（市）

・宝塚市生垣等緑化推進助成制度（市）

［中小企ヽ，1! ぶJ
・中小企業振興事業災害特別白金融臼制度（市）

・小規模企菜振興災害特別臼金融臼制度（市）

・緊急災害復1日召金融臼制度（県）

・緊急特別白金駐臼制度（県）

・災害復18貸付制度（因民金懃公J!I!)

↓ンt,,9滋 l

｛農業近代化口金

・製林漁業金融公1!1!資金

第6章 復興へ向けて 247



248 

6 たからづか住宅復興3ヵ年計画

(1) 基本的な考え方

阪神 ・淡路大従災に より失われた大i社の住宅ス

トックを早期に回復し、将来に向けて災害に強く 、

高齢者等にやさしい安全 ・快適で恒久的な住宅の供

給を図るため、「たからづか住宅復穂3カ年計画」

を策定した。

この計画に より、災害に強く、良例な住宅供給と

ゆとりある住珠境形成を1図り 、住んでみたい ・ずっ

と住み続けたい ・住んでいてよかった『まち』宝塚

を実現していこうとするものである。

(2) 供給方針

住宅復興のための供給方針として、次の 6項目を

ベースに考えることとした。

① 震災により 失われた大址の住宅スト ックの

早期回復と災害に強い住宅づくりを念頭におい

た住宅供給

被災地域での早期復興を区1るため、公的主体が梢

極的、先沌的に住宅供給を行うとともに、民間活力

も活用する ことにより 、3カ年で住宅ストックを回

復し、併せて災害に強い住宅づくりを目指すものと

する。

② 公的賃貸住宅の積極的建設

被災市民の所得階／杓、世帯構成等を考慇し、適正

な負担での良牧且つ災害に強い住宅の供給に努める

ものと し、 市営 ・県営、特定擾良貨舒住宅等の公的

貿抒住宅を積極的に建設を行う。

③ 高齢者・陪害者等にやさしい住まいづくり

高齢者 ・障害者などに配慮した設計仕様、福祉施

策と連携した住宅供給など広範囲にわたる施策の実

施に務め、被災した高齢者 ・障害者などの住生活の

安定に努める。

④ 娯観 ・まち並みに配盛した住まいづく り

住宅の供給に際し、周辺との調和や背後の山並み

を考慮した傾斜屋根等、良好な屎観形成に配慮して、

そのまちなみが地域に定落してい くよ うに計画して

しヽく 。

⑤ 面的整備による住宅建設の推進

震災復興促進地域等における、土地区画喘冬理事業、

市街地再開発事業等の而的整備事業の1fii進により 、

まちづくり と一体となった住宅建設を椎進 していく。

⑥ 輸入住宅等による良質で安価な住宅建設

多くの倒壊住宅に対 して、早期に恒久的な住宅の

供給を図る必要があるため、輸入住宅等を淋入した

良質で且つ安価な住宅を建設していく。

(3) 供給計画

計画機関は平成 7年度から平成9年度までの 3カ

年とし、平成 9年度 までに4.200戸の住宅の建設を

推進する。

住宅種別 建 設 戸 数 （ 戸 ）

災也復腿公営住宅 700 

災古復卯幽公‘酋住宅 500 

公 111・公社住宅等 630 

民 IlIl 住 宅 2.370 

序々e• 計・ 4、200

公民関係別比率

:：口:：：：
所有関係別比率

持 家 系 55% 

借 家 系 45% 

m“'; じ‘・ i•I • 100% 

(4) 計画実現のための主要な施策

施策展開の方針

(17%) 

(12%) 

(15%) 

(56%) 

(100%) 

被災した世帯のうち、生活困窮度の高い借家層に

対しては、災害復典公営住宅、災害復典準公営住宅

（特定優良貿狩住宅）等の安全で良竹な公的賃貸住

宅の積極的な供給を図るものとし、持家屈に対して

は、自力で建替が困難な被災枇帝及びまちづくりに

協力する被災市民を対象に、施策の展開を図る もの

とする。

主要な施策

田 公共貨貸住宅の供給促進

今回の大誕災により失業などで所得が激減した生

活困窮者や従来の持家志向から借家志向へ移行する

憔幣等、被災者の所得階培や1止幣構成等を考慮し、

適正な負担で良質な住宅が確保できるように、公営



住宅 • 特定俊良貨貸住宅等の様々なタ イ プの公的買

貸住宅の供給促進を図っていく 。

① 災害復典公営住宅

応急仮設住宅等に入居されている被災市民のうち、

特に、自力で住宅の確保の困難な低所得者陪を主た

る対象として、災害復興公営住宅を早期に建設する。

●建設戸数 700戸

●補助率 3 4 

●補助対象 申睛年度の標準建設骰、 il!lj厳試験

骰、その他は一般公営と同様

② 災害復興準公営住宅（特定倣良貨貸住宅）

旋災により住宅を失った世帝に対して適正な家賃

負担で、優良な賃貸住宅を供給するため、国の特定

飯良貿舒住宅制度を活用し、民間の土地所有者等が

建設する貿貸住宅を借り上げ又は箸理を受託して公

的な買舒住宅として供給する。

●建設戸数 500戸

●補助内容

ア．調査設計計画骰補助 ：200千円 戸

イ．建設牲補助（共同施設整備乳り

：補助率4 5 ［国 2 5・市 2 5] 

ウ．家1町i咸額補助

③ 公的賃貸住宅入居の一元化

被災者の居住の安定を図るため、供給される災害

復興公営住宅、災害復興準公営住宅、公団公社賃貸

等の事業主体が協力し、従来の枠組みを超えて一元

的に公的賃貸住宅の入居申込者の受付及び入居者の

選定等を行うための体制を調整する。

ア

回 民問住宅の再建支援

被災状況にはさまざまなタイプがあり、その再建

にあたっては、それぞれのタ イプに応じた支援を

行っていく 。

① 民間住宅復興に向けての基礎的な支援

ア 住宅金融公庫融資等の活用

被災者が住宅の建設 ・購入（中古住宅を含む）

補修、又は賃貸住宅の建設補修を行う場合に、被災

者向け災害特例措t性がとられている住宅金懃公庫の

災害復典住宅校金融査等を活用し、被災市民の住宅

再建を図る。（下表ア参照）

イ 住宅復興助成基金の設置

住宅金融公廊の災害復興住宅脊金融脊等を利用し

て、個人住宅を建設 ・購入 （中古住宅を含む）、又

は賃貸住宅を建設する被災者のうち、元金据樅期間

の設定を行う者を対象に、初期賃担の軽減を固り 、

生活再建を支援するため、住宅復典助成基金により、

元金据悩期間中0,5％の利子補給を行う。（下表イ参

照）

ウ 阪神 ・淡路大震災復興基金の活用

阪神 ・淡路大捉災の早期復興のための各般の取り

糾みを補完し、被災者の救済及び自立支援並びに地

域の総合的な復興対策を長期 ・安定的 ・機動的に進

める ことにより災害に疲弊した被災地域を魅力ある

地域に再生することを目的に設樅された ＂阪神 .i炎

路大旋災復興基金＂を活用し 、被災市民の住宅再建

を図る。

以下の「災害復興（分譲）住宅」、「被災者住宅再

融賽利率等 住宅金融公廊の災雹復典住宅脊金融抒の場合 平成 7年5月8El現在

融査種別 金 利 備 考

基本融資額 据骰期間中 特例）Jll豹

(1) 建 設 融 液 3.60% 3.00% 3.80% 当初 5年間元金据似可能

(2)購 入 融 it 3.60% 3.00% 3.80% 当初 5年lt¥J元金据附可能

(3)補 修 破 行 3.60% 3.60% 3.80% 当初 1年間元金据骰可能

(4) 親孝行ローン 3.80% 3.80% 3.80% 当初 5年間元金据凶可能

ィ

住宅金融公廊災害・復典住宅脊金融行等の融費を受けて

利子 補 給
補給期間 ：元金据骰期間中 住宅の建設 ・ 購入を行う者のうち元金据樅期1.iI•J を設定
利子補給 ：0.5% する者。

元金据皿期間中の利率 3.00％→2.50% 

対象融賓制度
住宅金漁公耶災害復輿住宅融！究賓金、年金災害復興1:I:．宅融賽

住宅新築究金等貸付制度要絹による住宅新築賓金貸付金
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建支援制度」、「民1→il]住宅共同化支援制度J、「被災マ

ンシ ョン建替支援制度」に定める利子補給制度につ

いては、住宅の建設 ・購入費金のうち、次の制度の

借入金に対する利子補給等が＂基金”により 、行わ

れる。

●住宅金隙公廊災害復典住宅査金融脊

●住宅 ．都市整備公団の割j！武依遥制度（被災特例

金利適用分）

●年金災害復典住宅融究

●住宅新築金等抒付制度要絹による住宅新築査金

i花付金

●県産木材利用木造住宅災害復興住宅脊金

●勤労者住宅賓金融脊 （災害特別舒付）

●ひょうご県民住宅復典ローン制度

●新市街地等供給型

田 而的整備事粟等区域の被災市民が、新市街地等

で災害複興（分譲）住宅を取得する場合、住宅金榊

公煎からの借入金等に対して、 当初10年間の利子補

給を行う。

回 而的整備事業区域外の被災市民が新市街地等で

災害復典（分譲）住宅を取得する場合、住宅金漁公

躯からの偕入金等に対して、 当初 5年間の利子補給

を行う 。

●而的整備事業等関連供給梨

国 而的整備事業等区域内の被災市民が、新市街地

等地城以外に建設された災害復典（分譲）住宅を取

得する場合、住宅金腋公bltからの借入金等に対して

当初10年間の利子補給を行う 。

支按制度の位好t利率の考え方 （ ）内は利子補給率 H7. 5. 8現在

利子 利 子 当初 6 ~ 11年目
補給劉 補給jりJtill 5年ltり 10年目 以降

10 年型 当初l0年llll
0.00% 3.00% 3.60% 

(2. 50%) (0.60%) （一）
.................. ．． ．響•一 •---.．.．・ • -“•一 -......... -...... .................. ................. 

5 年 型 当初5年間
0.00% 3.60% 3.60% 

(2. 50%) (-) (-) 
一囀＇・..-...... -..... .................. ................ .................. ...........・・・・・・・

通 ‘i化型 な し
2.50% 3.60% 3.60% 

（一） (-) (-） 

※当初5年間の元金据骰を選択した場合

② 被災者向け分譲住宅の供給促進

ア 災害復興 （分譲）住宅

・被災市民の恒久的な住宅への定住促進を進めると

ともに、復典計画において定められた而的整備事業

等の円滑な実施及び開発の進展している新市街地へ

の定住促進を図るため、公団、公社、民11・1]事業者等

が住宅復興を 目的に建設する「災害復典（分譲）住宅」

に、入居を希望する被災市民に対して、取禍支援を

行う 。

災害復典（分譲）住宅とは、公団、公社、民間

事業者等が建設する分譲住宅のうち、適正な規

校 ・価格の住宅として知事が認定する住宅をいう 。

●公団 ・公社等建設代行型

被災した民間買貸住宅の所有者及び持家所有者の

うち、自力では住宅の再建が困難な者を対象に、公

団 ・公社等が所有者に代わって建物を建設し、その

牲用相当分の土地及び建物の権利を公団 ・公社等が

取得することにより、住宅の再建を促進する。この

場合、設計調査府の一部を補助する。

画的整備事業区域 （既成市街地）
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（新市街地等）

③ 被災者住宅の再建支援

ア 被災者住宅再建支援制度

被災市民が自ら行う恒久的な住宅の再建を支援し、

併せて被災者向けの貿貸住宅の建設促進を図るこ と

により、而的整備事業等の円滑な実施及び新たに1}廿

発する新市街地等への定住を図る。

●新市街地建設型

印 面的整備事業区域内の被災市民が新市街地等で

自ら居住する住宅を建設する場合、住宅金激公耶か

らの借入金等に対して当初10年間の利子補給を行う 。

回 而的整備事業区域外の被災市民が新市街地等で

自ら居住する住宅を建設する場合、住宅金融公耶か

らの1背入金等に対して当初 5年II月の利子補給を行う 。

●面的整備事業等欄辿建設型

回 面的整備事業区域内の被災市民が新市街地等地

域外で自ら居住する住宅を建設する場合、住宅金磁

公）Iiiからの借入金等に対して、当初 5年間の利子補

給を行う 。
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画的整備事業区域

建固
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●被災者向け賃貸住宅建設型

被災した民I甘J貿貸住宅の所有者が、被災者向けの

買行住宅の建設を行う場合、設計調査投及び建設賓

金のうち共用通行部分の建設に要する費用に対 し補

助を行うとともに、住宅金融公廊からの借入金等に

対して、当初 5年間の利子補給を行う。

イ 民間住宅共同化支援制度

被災地域において、合計して300面以上の 2以上

の敷地について、共同して一の梢えの良質な共同住

宅を建設する場合、 または建築物の形態や意匠にお

いて協調的設計により住宅を建設する場合に、優良

建築物等整備事業等を活用して共同施設整備授等へ

の補助を行うとともに、その建設並びに被災者がそ

の住宅を購入する資金にあてる住宅金融公肱からの

借入金等に対して、当初10年間の利子補給を行う。

① 被災マンションの再建支援

ア 被災マンシ ョン建替支援制度

被災マンションの再建にあたって、区分所有者自

ら建て替える場合、あるいは住宅供給公社住宅 ・都

市整備公団、民間事業者等が建替に同意しない区分

所有者等の土地及び区分所有権を買い取ることによ

り、区分所有者等に代わって建物を建設し譲渡する

場合、優良建築物等整備事業を活用して、共同施設

整備按等への補助を行うとともに、住宅の建設 ・購

入賓金のうち住宅金融公l車からの借入金等に対する

利子相当分について、利子補給を行う 。

定期借地権による被災マンション建替支援制

度

被災したマンションの再建にあたって、所有者へ

の1憂先分譲を条件に、兵廊県住宅供給公社が区分所

有法にかかる所有者の土地持分の全てを買い取り、

定期借地権を設定した分譲マン ションを再建するこ

とで、所有者の再建乳iの初期投質の低減と復興促進

イ

を図る。

ウ 優良建築物等整備事業等の活用による被災マ

ンション建替支援制度

修繕不可能な分譲マンショ ンの建替を進める場合、

建替えのための相談受付とともに、総合設計制度の

活用、まちなみデザイン拙進事業、 1憂良建築物等整

備事業の適用などに より支援を行い、建替えを促進

する。

工 被災者向けファミリー賃貸住宅建設促進制度

住宅金融公廊の被災者向けファミリ ー賃餅住宅融

脊制度又は住宅 ・都市整備公団の民営賃箕用特定分

譲住宅制度を活用し、被災した賃箕住宅又は持家住

宅の所有者がその再建に際し、従前戸数以上の買貸

住宅を被災者向け位貸住宅として建設しようとする

場合及び土地所有者等が新たに被災者向けの貿抒住

宅を建設しようとする楊合に、そお建股費金のうち

住宅金融公廊又は割賦償遥制度からの借入金に対し

て、当初 5年間1.00％の利子補給を行う。

国 その他の支援策

① 面的整備事業の積極的椎進

面的な被害を受けた地域については、土地区画整

理事業、市街地再併l発事業、優良建築物等整備事業

などの手法を活用し、住宅供給 ・住環境の改善と公

共施設等の整備を一体的にii紐進していく 。

② 高齢者 ・障杏者等にやさしい住 まいづく り

公的住宅のバリアフリー

災害復興公営住宅をはじめとする公的住宅の建設

に際して、高齢者 ・1旅害者をはじめとするすべての

人が自立 し、安心して居住できるよう、住宅 ・住環

境のバリアフリー化を推進する。

高齢社会に対応した人にやさしい住まいづく

りへの支援

本格的な高齢社会の到来を迎える211仕紀初頭に備

え、高齢者等をはじめとするすべての人々が可能な

限り安定 ・自立した生活を送ることができる地域社

会を構築し、長寿社会に対応した人にやさしい住ま

いづくりを椎進するため、民間住宅のパリアフリー

化を1iii進する。

③ 住宅相談への対応

飛躍的な増加が見込まれる住宅相談需要に継続的

に対応するため、県が設四した総合住宅相談所（宝

塚駅前ソ リオ3の 5階）と述携しつつ、住宅一般の

再建の相談に対処する。

ア

イ
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【相談受付事項】

●税及び借地借家、不動g伶取引等の法律相談

●建築技術相談

●宅地防災相談

●住宅 ・まちづくり情報提供

●マンショ ン相談（神戸中央と西宮のみ）

④ 宝塚住宅復典メ ッセ （仮称）の開1枇
住宅の再建のための住まいづくりの相談、住宅の

共同化 ・協調建替の促進、住宅復典の追求のために、

「宝塚住宅復興メッセ（仮称）」を開催する。

⑤ 娯観 ・街なみに配慮した住まいづくり

この捉災では伝統的な住まいや屎観が壊滅的に被

害を受けた。 これらは宝塚市の良好で魅力的な住宅

地イ メージの底流を支えてきたといえる。

住宅復即に当たっては、自然との共生、持続可能

な住まい ・住環榜の再生により、新たな宝塚らしさ

の醗成とともに、自然景観や周辺環境と調和 した良

好な娯観形成に配慮し、都市景観形成助）成事業の活

用紳を行い、街なみの再生を1図る。

⑥ 住宅マスタープラ ンの策定

住宅復興のための施策を実施する際には、長期的

展望に立った住宅政策のピジョンを明らかにする必

要がある。このため、 211_1l：紀に向けた宝塚市の住宅

政策の碁本的方針を明らかにし、たからづか住宅復

興 3カ年計両との整合を確保する。

田 被災市民への特別融資等

① 宝塚市勤労者住宅質金磁賓あっせん制度 （災

害特別融脊）

全壊又は半壊の被災市民を対象に、災害特別礁脊

枠を設け、融資利率の引き下げ及び融脊条件の緩和

を図る。

② ひょう ご県民住宅復典ローン制度

住宅金滋公廊の災害復典住宅藷糾査のみでは、住宅

賓金が不足する被災市民を対象に、特別融脊枠を設

け、金利及び依遥期間等について住宅金融公I車と同

じ程度の礁賽制度の創設により 、良質な住宅整備を

図ろうとする者に対しては、上乗せして、基金によ

る利子補給を行う 。

③ 県民住宅ローン既俵務対策助成制度

県民住宅ローンの住宅似務を有する被災市民を対

泉に、申し出により 5年以内の支払いの猶予及び償

遥期間の延長を行うとともに、う酋予期ll-I]について

l. 5％以内の利率引下げを行う。

④ 住宅僻務fit遥特別対策助成制度 （ダプル ・

ローン対策）

既に公的及び民IIIl住宅ローンの住宅俵務の依遥を

行いながら、住宅金融公廊の災害住宅融脊を利用し

て住宅を建設 ・購入しようとする被災市民の負担軽

減のため、住宅金敵公眼及ぴひょうご県民住宅復興

ローン等からの借入金に対し、ローン残伯の領に応

じ (l.000万円を限度） 、負担が急増する 6~10年目

の5年間にわたり助成を行う。

⑤ 宅地防災工事助成制度

被災市民が地震により被害を受けた宅地の防災エ

事を行う場合、被災市民の負担の軽減を図り 、早期

の復典を促進し、二次災害を防ii：するため住宅金激

公匝借入金に対して10年間の利子補給を行う。

⑥ 被災宅地に係る 二次災忠防止対策工事助成

制度

被災宅地の復旧にあたって、低利の恰好を制度が利

用できない者に対し、二次災害の発生を防止する た

めの応急復旧工事に要する経府について300万円を

限度に半領を補助する。



たからづか住宅復興3カ年計画主要施策一箆表

施 策 名 施策主体
当初5年間

利 率 生'i'たJ・

6 ~10年13I 11年目以降

(I)公共tt貸住宅の供給促進

①災忠復興公’酋住宅 (700戸） 宜塚i|i• 県

②災祖復典準公‘砧住宅 (500戸） 宝塚rh'.県 特定桜良t,(i〗住宅

③公的1t代住宅入居の一元化

(2)民間住宅の再建支援

①民1ilitl免准澳に向けての払礎的な支援

ア．住宅金融公月！融ft等の活9il 住宅金融公廊 3.00% 3.60% I 3.60% 
イ．住宅復陳助成）よ金の設骰 復典助成基金

tl:．宅金巖公ilI融そt当初 5年1Uj据此

0.5％の利子補給（3.0％→2.5%)

ウ．阪神 .i炎跨大袋災復興基金の活J廿

②被災者向け分譲（おもの供給促進

ア．災＃復典（分讃）住宅

公団 ・公社等建設代行型 復煎1、起金 設計湖査~1( : 20万円／）i 

①実質無利了・ 3.00% I 3.60% 
新市街地等供給捌 復!,l_l払金

②‘共質無利子• 3.60% 

面的整備事業等1対辿供給型 復躾基金 ③尖'fti.u.［平lj子 3.00% I 3.60% 
③被災者tl主の再建支援

ア．被災者住宅而建支援制度

①実質無利子 3.00% | 3.60% 
新市街地建設型 復煎払金

②‘炎質無利子 3.60% 

il1i的整備事業等関辿建設型 復判砧金 ③実質無利・了・ 3.60% 

実質無利了・ 3.60% 

被災者向けtt1芍住宅廷股型 復典基金 股削捌壺~~ : 20万円／戸

共IIj通行部分囮猜iii跨補助 ：95万円／戸

イ．民liili」:．宅共同化支援;jJIJJ虻 復煎甚金 実質無利子 3.00% l 3.60% 
①被災マンションの再建支援

ア．被災マンション建替支援制）文 復典基金 尖fti！粁IJ子 3.00% I 3.60% 
イ．定期ti,1：地権による被災マンシ ョン建替支援iIilll虻 復典基金 設計濶究y~ : 20万円／戸他

ウ． i憂良建築物等整伽事業等の活用による被災マンション建
宝塚市

替支援iIilll虻

エ．被災者向けファミリーtti'粍住宅建設促進翡Ill虻 復棟基金 2.80% 3.80% 

(3)その他の支援策

①l(Ji(Iり整i1Hl事業の梢極的推進

血的整備事業のf1't柘(I(J推進 宝J%・1li

②i湖：j齢者 ・節森者等にやさしいti:．まいづくり

ア公的住宅のパリアフリー化 宝採IIi

イ．泊j齢社会に対応した人にやさしい住まいづくりへの支援 宝塚IIi

③住宅相談への対J•も

住宅相談への対応 宝塚市 ・県 ソリオ 3の5階に設四

④たからづか住宅復腿メッセ （仮称）の1;ili椛

たからづか住宅復煎メッセ（仮称）の開催 宝塚,Ii
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施 策 名 施漆主体
利 ”Iし-く・ 等

当初5年1!19| 6 ~ 10年1-1I II年LI以降

®鋲観 ・ 街なみに行し感したf•I:．まいづくり

以観 ・街なみに配t紐した住まし、づくり 宝塚・,|i

R住宅マスタープランの策定

f:I:．宅マスタープランの策定 窄板ili

(4)被災1li民への特別滋;(t等

I I ①＇ーi．塚Tli勤労者住宅ft釦 翻 あっせん翡Il)文（災叩籾lj股fi) 宝尻 Ii

10年li! | ①実釦！！［利 f• 3.00% 3.60% 

I ②ひょうこ県民fl:．宅｛鴎ローンiIilll文 I 5 年J_\~ 復判枯令 ②‘よ判！！！［利子 3.60% 

l 通‘iii"阻！ ③ 2.50% 3.60% 

l R県民住宅ローン叫't務対策助II.lti|ill)父 l 復棟），け令
5年以内の支払い1杓一J'..．fi穀3期間延l―↓
狛 J刈!!I)llil中I.5％以内の利率引き下げ

qヽil：宅fit務償j蘊特別対策JJJ)！必；UIJ)支： （ダプルローン対策） 復射，L払金 6-10年Hの助戚

宅地防災...l?li. ①実質無利了・ 3.00% 3.85% 
⑤屯地防災工事助I麟 ll)文； 復興枯金

災北復典宅地 ②尖fi無利了・ 3.00% 3.60% 

®被災宅地に係る ：次災4f防止対策J-•3l tU)J成illll)文 復射↓枯令 対象T．事限l虻頷 ：300万円 (l/2補助）

注 1)住宅金融公I!li等の利率は、平成 7年5}、J8 II現在

i」'．2)表中の利冷；は、当初5年1l1]元金据骰拮骰を選訳した場合
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